
 

  

※この事業は国の伴走型補助金を受けて実施しています。 

 

無 料 時山  正  氏 
中小企業診断士 

(資)コンサルタンツ ノヴァーレ 

全 9 回中、7 回以上出席された方には修了証をお渡しします。 

※修了証は土岐市創業支援補助金制度（詳細は裏面）を受けるために必要な書類です。 

※出席数は午前の部、午後の部でそれぞれ 1 回とカウントします。 

それぞれ 

土岐商工会議所 多目的室 
〒509-5121 土岐市土岐津町高山 4 

         セラトピア土岐 4階 

（講義はオンラインではなく対面で実施します。） 

２０名 【先着順】 

創業してみたいと思っている方、創業に興味の

ある方、創業間もない方など 

失敗しない商売の基本を勉強しよう 

あなたの創業を 

フルサポート！！ 

令和３年 

午前の部 10：00～12：00 
午後の部 13：00～16：00 会 場 

日本政策金融公庫 融資担当   岐阜県信用保証協会 保証担当 

特 典 

２０２１年 

10月 ２日  （土 ） ９日  （土 ） 16日  （土 ）  23日  （土 ）  30日  （土 ） 

対 象 

 （10月 30日は 10：00～12：30） 

認定特定創業支援事業 

 

０５７２-54-1131 

お申込み・お問合わせ 

受講料 講 師 

ＴＥＬ ＦＡＸ ０５７２-54-1188 

土 岐 商 工 会 議 所 

税理士・社会保険労務士 

 
大野 晃裕  氏 

定 員 
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住   所 
 〒    － 

  

ＴＥＬ   

ふりがな   

  
ＦＡＸ   

参加者氏名 

すでに開業している

方のみ記入 

業 種   
創業年月  年   月 

事業所名   

※ご記入いただいた情報は、講師へ渡す名簿の作成や商工会議所からの連絡、情報提供のために利用します。    

回 日 程 テーマ 内 容 講 師 

１ 
令和 3 年

10/2(土) 

午前 経営とは何をすることか 
経営の全体像について 

創業する前に必要なもの 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

２ 午後 
作戦立案の基本 

事業計画策定 

失敗しないための作戦 

作戦の立て方を学ぼう 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

3 

10/9(土) 

午前 顧客と競合を知る 
顧客ニーズの把握の方法 

競合調査のポイント 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

4 午後 
売るためのシステム 

事業計画策定 

売るために必要なシステム 

効果的なプロモーション 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

5 

10/16(土) 

午前 資金調達の考え方と方法 
事業開始時に必要な資金の算定方法 

資金調達の様々な方法と違い 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

6 午後 
資金管理の基礎 

事業計画策定 

決算・確定申告の仕組み 

資金の動きと管理方法 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

7 

10/23(土) 

午前 売上計画と利益計画 
売上・支出の予測方法 

計画作成の方法 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

8 午後 
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝの作成と活用 

事業計画策定 

ビジネスプランの内容 

ビジネスプランの作成方法 

中小企業診断士 

時山 正 氏 

9 10/30（土） 午前 

国の融資について 創業融資の概要・創業計画作成について 日本政策金融公庫融資担当 

創業制度について 制度概要、申込方法など 岐阜県信用保証協会保証担当 

税金・社会保険について 
創業体験談、税金・社会保険の基礎

知識 

税理士・社会保険労務士 

大野 晃裕 氏 

対 象 補助内容 補助内容・補助額 

利子補給 
市小口融資等の創業資金借入に対する利子補

助。 

補助期間内に支払った利子の額以内、年額 100 万

円を上限（借入期間の 1/3 以内、最長 3 年間） 

家賃補助 
店舗等を第三者から賃借している創業者に対

する家賃補助。 

補助期間内に払った家賃額の 30％以内、年額 100

万円を上限（最長 3 年間） 

出店補助 
対象地域に土地・家屋を取得して出店する創業

者に対する補助。新築以外に中古取得も対象。 

対象店舗の土地、家屋の固定資産税相当額の 1/2

以内（新築最長 5 年間、中古最長 3 年間） 

認定特定創業支援等事業を受けたことによる優遇措置の一部 
その他の優遇措置や対象者などの詳細は、土岐市役所ホームページをご覧ください。 

創業者とは・・・事業を営んでいない方が土岐市で事業を開始、または新たに会社を設立し事業を開始する方のこと。 

土岐商工会議所 行  ＦＡＸ：0572-54-1188 

申込み 

2021 年 土岐創業塾申込書 

下記申込書を切取らずに下記申込書をＦＡＸ（54-1188）してください。  
電話でも受付いたします。（☎ ５４-１１３１） 

優遇 

措置 

講座は 5 日間全 9 回コースです。（７回以上の出席者には修了証をお渡しします） 
経営・販路・財務・人材育成の４つのテーマを学んでいただき、ビジネスプラン作成を目指します。 

内容 


